
飲酒運転防止に関する安全運転管理者関係の法改正（道路交通法）

安管協だより
〈令和７年度 第３号〉

【飲酒事故の発生状況】
○ 昨年中はゼロであった死亡事故が発生した。
○ 発生件数・負傷者数はいずれも、前年同期よりも減少
○ 前年より減少しているが、毎月１件以上の飲酒事故が発生

⾧崎県内における飲酒運転による交通事故の発生状況（令和７年１０月末現在）

令和７年 年末の交通安全県民運動
◎実施期間：令和７年１２月１５日（月）～１２月２４日（水）

◎重 点： ・飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶
・歩行者の安全な道路横断方法の実践と反射材の着用促進
・高齢運転者の交通事故防止

◎スローガン：「飲む前に 車じゃないよね？ 再確認」

令和４年１０月１日施行

○ 安全運転管理に関する使用者の義務拡大
・ 業務に必要な機材の整備～アルコール検知機の整備など
・ 使用者の各種義務違反に対する罰則の強化

・ 運転者の、酒気帯び有無の確認をアルコール検知機を用いて行う
・ アルコール検知機を、常時有効に保持すること

令和４年４月１日施行

○ 目視等による確認と記録の１年間保持
・ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認
・ 酒気帯びの有無について確認し、記録を１年間保持

令和５年１２月１日施行

○ アルコール検知機を使用した確認と有効保持

要確認

業務中の飲酒運転が発覚した場合、事業所（安全運転管理者）には、「適切な管理が
行われていたか」を確認するために、資料提出などの捜査が行われることがあります。
日ごろから管理体制を整備しておくことは、従業員の安全を守るだけでなく、万が一

の際に事業所を守ることにもつながります。
飲酒運転防止のためにも、あらためて管理体制のポイントを見直しましょう。

令和７年10月末 前年同期比

発生件数 １９件 －３件

死  者  数  １人 ＋１人

負傷者数 ２５人 －９人



協議会からのお知らせ

○ 夕暮れ時や夜間に歩くと
きは、運転者から見えやす
いように、
・ 明るい目立つ色の衣服
・ 反射材用品
を着用し、交通事故から身
を守りましょう。

年末の交通安全県民運動では「飲酒運転の根絶」がスローガン・重点となっています。
各事業所におかれましても、飲酒運転防止に関する教養を実施されていると思いますが、

その教養方法の一つとして「交通安全教育用ＤＶＤ」の活用をおすすめします。
ＤＶＤは、視聴するだけで理解を深められるため、講師を依頼する必要もな

く、短時間で手軽に教養を行うことができます。
協議会では、貸し出し用の飲酒運転防止関係ＤＶＤを「８本」ご用意してお

ります（そのほかにも各種ＤＶＤがあります。ホームページでご確認ください。）。
お申し込みは事務局へ電話するだけで結構です。ぜひお気軽にお申し込みください。

※ これまでは返却時の送料をご負担いただいておりましたが、本年１２月からは、返却時
の送料も含め「送料は全て協議会負担」にて貸出しを行います。

⾧崎県警察本部からのお知らせ

自動車安全運転センター⾧崎県事務所からのお知らせ

～ ホ ー ム ペ ー ジ の ご 案 内 ～
★長崎交通公園★

「警察に交通安全教育車（セーフティキャッチ号）の派遣をお願いしたいけれど、
どうすれば？」などとお困りではないですか？

警察に対する交通安全教育車の派遣を当センターが調整します！
「電話０９５－８２５－４５９１」までお気軽にお電話を！

（センターホームページ）

（セーフティキャッチ号）
○⾧崎県警察が保有する交通安全教育車・資機材による交通安全教育

・ 交通安全教育車に搭載の運転シミュレーターによる講習
・ 危険予測トレーニング（ＫＹＴ）、自転車シミュレーター、

ＶＲゴーグル及び歩行シミュレーターを使用した体験型講習（運転シミュレーター）

１０月～１２月の「年末期」には「早朝・夜間における歩行者と車両の交通事故」が急増します！

夕暮れ時の早め点灯・ハイビームの活用 反 射 材 の 着 用

・ 暗い道で対向車や
先行車がいない場合
は、ハイビーム

・ 交通量の多い市街地
などや対向車や先行車
がいる場合は、ロー
ビーム

○ 夕暮れ時には早めのライト点灯により、自分
の車の存在を周囲に知らせるようにしましょう。

○ 夜間は速度を落とし、前照灯の上向き・下向
きの切替えをこまめに行いましょう。


